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国
民
年
金
保
険
料
の
引
き
上
げ

　
平
成
31
年
度
分
の
定
額
保
険
料
は
、
前
年

度
よ
り
70
円
引
き
上
げ
ら
れ
、
月
額
１
万
６

４
１
０
円
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
付
加
保
険

料
は
従
来
ど
お
り
月
額
４
０
０
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除・納
付
猶
予　

　
国
民
年
金
制
度
は
、
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の

40
年
間
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
が
、
所
得
の
減
少
や
離
職
な
ど

で
経
済
的
に
納
付
が
困
難
な
場
合
、
保
険
料

の「
免
除・
納
付
猶
予
制
度
」を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
免
除
に
は
、「
全
額
免
除
」「
４
分

の
３
免
除
」「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免
除
」

が
あ
り
、
50
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
納

付
が
猶
予
さ
れ
る「
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り

ま
す
。

　

免
除・
納
付
猶
予
申
請
は
、
申
請
月
か
ら

２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽ 

免
除
は
、
申
請
期
間
に
対
応
す
る
本
人
、

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
所
得
に
基

づ
き
ま
す
。
ま
た
、
納
付
猶
予
は
申
請
期

間
に
対
応
す
る
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
前

年
所
得
に
基
づ
き
ま
す
。
審
査
は
日
本
年

金
機
構
で
行
い
ま
す
が
、
承
認
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
が
離
職
な

ど
に
該
当
す
る
場
合
は
、「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」ま
た
は「
離
職
票
」な
ど
の
写

し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

義援金「北海道胆
いぶり
振東部地震義援金」

　市でお預かりした義援金は、日本赤十字社大阪府
支部を通じて被災地へ全額寄付しています。3月31
日で受付終了しました。たくさんのご協力ありがと
うございました。
　2月28日までに寄せられた義援金総額は次のとお
りです。
３,290,047円
問健康福祉部総務課   ℡06-6992-1570

「
通
い
の
場
」補
助
金
を
交
付

　
く
す
の
き
広
域
連
合
で
は
、
介
護
予
防
に

つ
な
が
る
健
康
体
操
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
を
行
う「
通
い
の
場
」を
運
営
す
る
住
民

団
体
な
ど
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と

▽ 

体
操
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
介
護
予

防
に
資
す
る
活
動
を
行
う
こ
と

▽ 

守
口・門
真・四
條
畷
市
の
い
ず
れ
か
に
活

動
拠
点
が
あ
る
こ
と

▽ 

参
加
者
が
特
定
の
地
域
や
構
成
員
に
限
定

さ
れ
ず
、
広
く
地
域
住
民
を
受
け
入
れ
る

体
制
で
あ
る
こ
と

▽ 

１
年
以
上
継
続
し
て
実
施
で
き
る
体
制
で

あ
る
こ
と

▽ 

高
齢
者
の
参
加
人
数
が
お
お
む
ね
５
人
以

上
で
あ
る
こ
と

▽ 

１
回
の
活
動
時
間
が
１
時
間
以
上
で
あ

り
、
月
１
回
以
上
定
期
的
に
開
催
す
る
こ

と
注 

類
似
す
る
事
業
で
他
の
補
助
金
や
助
成
金

を
受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
外

補
助
対
象
経
費　

【
事
務
費
】 消
耗
品
費
、
印
刷
製
本
費
、
修
繕

費
、
郵
便
料

【
そ
の
他
】会
場
借
上
料
、
備
品
購
入
費

補
助
金
額　

▽ 

週
１
回
以
上
開
催
の
場
合
は
年
間
上
限
４

万
円

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
仮
算
定
と

 

通
知
書
の
送
付

通
知
の
時
期　

▽ 

普
通
徴
収（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
付
）

　

 

平
成
31
年
４
〜
６
月
分
の
保
険
料
額
は
平

成
30
年
度
市
民
税
課
税
状
況
な
ど
を
基
に

仮
算
定
し
、
４
月
中
旬
に
通
知
し
ま
す
。

▽
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）

　

 

平
成
31
年
２
月
に
保
険
料
を
特
別
徴
収
で

納
付
し
た
人
の
平
成
31
年
４・
６
月
の
保

険
料
額
は
、
２
月
に
特
別
徴
収
し
た
金
額

と
原
則
同
額
の
た
め
、通
知
は
し
ま
せ
ん
。

　

 

平
成
30
年
度
が
普
通
徴
収
で
、
新
た
に
４

月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
人
の
平
成
31
年

４・６・８
月
の
保
険
料
額
は
、
４
月
中
旬

に
通
知
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
本
算
定　

　
仮
算
定
以
降
の
介
護
保
険
料
額
に
つ
い
て

は
、
７
月
中
旬
に
平
成
31
年
度
市
民
税
課
税

介
護
予
防
運
動
教
室
の

 

実
施
方
法
の
変
更

　
市
民
体
育
館
で
実
施
し
て
い
る
介
護
予
防

運
動
教
室
に
つ
い
て
は
、
地
域
で
の
通
い
の

場
の
拡
充
に
伴
い
、
平
成
31
年
度
か
ら
５
教

室
と
な
り
ま
す
。
地
域
で
の
開
催
場
所
な
ど

詳
細
は
、
広
報
も
り
ぐ
ち
５
月
号
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

問
高
齢
介
護
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

国
民
年
金
保
険
料

 

産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度

　
４
月
１
日
か
ら
、
第
１
号
被
保
険
者
が
出

産
す
る
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
が
全
額
免

除
さ
れ
ま
す
。
産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め

ら
れ
た
期
間
は
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と

し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。

▽
免
除
さ
れ
る
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料

を
免
除
。
な
お
、
多
胎
妊
娠
の
場
合
、
出
産

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
を

免
除
。

注 

出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４
カ
月
）以
上
の

出
産（
死
産
、
流
産
、
早
産
を
含
む
）

▽
対
象

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
出
産
日
が

平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

▽ 

一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
て
も
残
り
の
保
険

料
を
納
め
忘
れ
る
と
未
納
扱
い
に
な
り
、

年
金
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ

ん
。
一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
た
残
り
の
保

険
料
は
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

一
部
免
除
期
間
の
老
齢
基
礎
年
金
額
は
、

全
額
を
納
め
た
場
合
に
比
べ
減
額
さ
れ
ま

す
。

　

 

ま
た
、「
納
付
猶
予
」さ
れ
た
期
間
は
、
老

齢
基
礎
年
金
の
年
金
受
給
資
格
期
間
に
含

ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
算
入
さ
れ
ま

せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例　

　
大
学
、短
期
大
学
、大
学
院
、専
門
学
校
、

専
修
学
校（
専
門・専
修
学
校
に
つ
い
て
は
、

対
象
校
に
な
ら
な
い
場
合
あ
り
）な
ど
の
20

歳
以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
申
請
年
度
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

▽ 

猶
予
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
算

入
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽ 

申
請
に
は
、
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）・
年
金

手
帳
を
持
参
し
、「
学
生
納
付
特
例
申
請

書
」に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

注 

年
度
ご
と
の
申
請
が
必
要

　

免
除・
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
を
受

け
た
期
間
中
に
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
受
給
資
格

が
あ
れ
ば
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
免
除
や
猶
予
な
ど
を
受
け
た
期
間

の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
３
年
目

以
降
は
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
ま
す
）。

申 ・
問
総
合
窓
口
課
年
金
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
４

問
守
口
年
金
事
務
所

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
３
０
３
１

▽
届
出
時
期

　
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
届
出
可

注 

届
出
が
で
き
る
の
は
４
月
か
ら
。

▽
必
要
な
書
類

　
出
産
前
に
届
出
す
る
場
合
は
、
母
子
健
康

手
帳
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
出
産
後
に
届
出
す
る
場
合
は
、
原
則
不
要

で
す
。た
だ
し
、
被
保
険
者
と
子
が
別
世
帯

の
場
合
は
、
出
生
証
明
書
な
ど
出
産
日
お
よ

び
親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
が
必
要

で
す
。

申 ・
問
総
合
窓
口
課
年
金
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
４

問
守
口
年
金
事
務
所

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
３
０
３
１

▽ 

月
２
〜
３
回
未
満
開
催
の
場
合
は
年
間
上

限
２
万
円

▽ 

月
１
回
開
催
の
場
合
は
年
間
上
限
１
万
円

注 

年
度
途
中
か
ら
事
業
を
開
始
し
た
場
合

は
、
活
動
月
数
に
応
じ
て
上
限
額
が
減
額

さ
れ
ま
す
。

備 

申
請
書
は
く
す
の
き
広
域
連
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申 ・
問
く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所（
高
齢

介
護
課
内
）

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
２
１
８
０

状
況（
平
成
30
年
分
所
得
な
ど
）に
基
づ
い
て

年
額
の
保
険
料
額
を
決
定（
本
算
定
）し
、
改

め
て
通
知
し
ま
す
。

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
付
を　

　
介
護
保
険
制
度
は
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
と
国
な
ど
の
補
助
金
で
運
営
し

て
い
ま
す
の
で
、
保
険
料
は
必
ず
期
限
内
に

納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る
人　

　

便
利
な
口
座
振
替
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
依
頼
書
、
介
護
保
険
料
の
納

付
書
、預
貯
金
通
帳
、印
か
ん（
通
帳
届
出
印
）

を
持
っ
て
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

注 

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
平
成
31
年
度
納
入

通
知
書（
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）

（
仮
算
定
）に
同
封
し
て
い
ま
す
。

問
く
す
の
き
広
域
連
合
本
部
総
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
５
・
１
５
１
６

問 

同
連
合
守
口
支
所（
高
齢
介
護
課
内
）

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
２
１
８
０

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預
金
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

例
月
出
納
検
査
の
結
果

　
１
月
分
例
月
出
納
検
査
は
、２
月
22
日
に
、

高
瀬
久
美
子
、
久
保
篤
彦
、
澤
井
良
一
の
各

監
査
委
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
正
確
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

問
監
査
委
員
事
務
局

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
７
９
５


